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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号。以下「法」とい

う。）の規定に基づき、本市の区域内に存する文化財のうち、市民にとって重要

なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化

的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「文化財」とは、法第２条第１項第１号から第４号まで

に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。 

（市民及び所有者等の心構え） 

第３条 市民は、文化財が本市の歴史、文化等の正しい理解のために欠くことので

きないものであり、かつ、将来の文化向上発展の基礎をなすものであることを認

識し、甲賀市教育委員会（以下「教育委員会」という。）がこの条例の目的を達

成するために行う措置に協力しなければならない。 



２ 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、

これを公共のために大切に保存するとともに、可能な限りこれを公開するなどの

文化的活用に努めなければならない。 

（財産権の尊重と他の公益との調整） 

第４条 教育委員会は、この条例の執行に当たって、関係者の所有権その他の財産

権を尊重するとともに、文化財保護と他の公益との調整に留意しなければならな

い。 

第２章 市指定有形文化財 

（指定） 

第５条 教育委員会は、市内に存する有形文化財（法第２７条第１項の規定により

重要文化財に指定されたもの及び滋賀県文化財保護条例（昭和３１年滋賀県条例

第５７号。以下「県条例」という。）第４条第１項の規定により、滋賀県指定有

形文化財（以下「県指定有形文化財」という。）に指定されたものを除く。以下

同じ。）のうち、市民にとって重要なものを甲賀市指定有形文化財（以下「市指

定有形文化財」という。）に指定することができる。 

２ 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとす

る有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者の同意を得なければならない。た

だし、当該有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、こ

の限りでない。 

３ 第１項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ第６１条に規

定する甲賀市文化財保護審議会（以下「審議会」という。）に諮問しなければな

らない。 

４ 第１項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所

有者及び権原に基づく占有者に通知してする。ただし、当該有形文化財の所有者

又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。 

５ 第１項の規定による指定は、前項の規定による告示の日からその効力を生ずる。 

６ 第１項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該市指定文化財の所

有者に指定書を交付しなければならない。 

（解除） 

第６条 市指定有形文化財が市指定有形文化財の価値を失った場合その他特別の理



由があるときは、教育委員会は、指定を解除することができる。 

２ 前項の規定により指定を解除する場合は、前条第３項から第５項までの規定を

準用する。 

３ 市指定有形文化財について、法第２７条第１項の規定による重要文化財又は県

条例第４条第１項の規定による県指定有形文化財としての指定が行われた場合は、

当該市指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。 

４ 前項の場合においては、教育委員会は、速やかにその旨を告示するとともに当

該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。 

５ 第２項において準用する前条第３項の規定による市指定有形文化財の指定の解

除の通知又は前項の規定による通知を受けたときは、所有者は、速やかに市指定

有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。 

（管理方法の指示） 

第７条 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、当該市指定有形文化財

の管理に関し必要な指示をすることができる。 

（所有者の管理義務及び管理責任者） 

第８条 市指定有形文化財の所有者は、この条例及び教育委員会の指示に従い、市

指定有形文化財を管理しなければならない。 

２ 市指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当

該市指定文化財の管理の責めに任ずべき者（以下この章において「管理責任者」

という。）を選任することができる。 

３ 前項の規定により管理責任者を選任したときは、市指定有形文化財の所有者は、

速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した

ときも、同様とする。 

４ 管理責任者には、第１項及び前条の規定を準用する。 

（所有者又は管理責任者の変更） 

第９条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、旧所有者は、当該市指定有

形文化財の引渡しと同時に、その指定書を教育委員会を経て新所有者に引き渡さ

なければならない。 

２ 前項の場合、新所有者は、指定書を添えて速やかにその旨を教育委員会に届け

出なければならない。 



３ 市指定有形文化財の所有者又は管理者は、その氏名若しくは名称又は住所を変

更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場

合、氏名若しくは名称又は住所の変更が所有者によるものであるときは、届出の

際指定書を添えなければならない。 

（管理団体による管理） 

第１０条 市指定有形文化財について、当該市指定有形文化財の所有者が判明しな

い場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当で

あると明らかに認められる場合には、教育委員会は、適当な団体を指定して、当

該市指定有形文化財の保存のため必要な管理を行わせることができる。 

２ 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、当該市指定文

化財の所有者及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする団体の同意を得な

ければならない。ただし、当該市指定有形文化財の所有者が判明しない場合は、

この限りでない。 

３ 第１項の規定による指定は、その旨を告示するとともに前項に規定する所有者、

占有者及び団体に通知してする。 

４ 第１項の規定による指定には、第５条第５項の規定を準用する。 

５ 第１項の規定による指定を受けた団体（以下この章において「管理団体」とい

う。）には、第７条及び第８条第１項の規定を準用する。 

（管理団体の指定の解除） 

第１１条 前条第１項に規定する事由が消滅した場合その他特殊の事由があるとき

は、教育委員会は、管理団体の指定を解除することができる。 

２ 前項の規定による解除には、前条第３項及び第５条第５項の規定を準用する。 

（滅失及びき損） 

第１２条 市指定有形文化財の全部若しくは一部が滅失し、若しくはき損し、又は

これを亡失し、若しくは盗み取られたときは、当該市指定有形文化財の所有者（管

理責任者又は管理団体のあるときは、その者）は、速やかにその旨を教育委員会

に届け出なければならない。 

（所在の変更） 

第１３条 市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、当該市指定

有形文化財の所有者（管理責任者又は管理団体のあるときは、その者）は、あら



かじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則

で定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることを

もって足りる。 

（管理又は修理の補助） 

第１４条 市指定有形文化財の管理又は修理について、市長は、その経費の一部に

充てさせるため、当該市指定有形文化財の所有者又は管理団体に対し、予算の範

囲内で補助金を交付することができる。 

２ 前項の規定は、重要文化財等の管理又は修理について準用する。 

３ 前２項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として、

管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。 

（補助金の返還等） 

第１５条 前条第１項又は第２項の規定による補助金の交付を受ける所有者等が、

次の各号のいずれかに該当するときは、市は、当該補助金の全部若しくは一部を

交付せず、又は当該所有者に対し、既に交付された補助金の全部若しくは一部の

返還を命ずることができる。 

（１） 管理又は修理に関しこの条例に違反したとき。 

（２） 補助金の交付を受けた目的以外に補助金を使用したとき。 

（３） 前条第３項の補助の条件に従わなかったとき。 

（管理に関する助言又は指導） 

第１６条 教育委員会は、市指定有形文化財の管理について必要があると認めると

きは、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管

理に関し必要な措置を助言又は指導することができる。 

（現状変更等の制限） 

第１７条 市指定有形文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及

ぼす行為で教育委員会規則で定めるものをしようとするときは、教育委員会の許

可を受けなければならない。ただし、現状の変更については教育委員会規則で定

める維持の措置又は非常災害のために必要な措置をとる場合は、この限りでない。 

２ 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項

の現状の変更又は保存に及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。 

（修理の届出等） 



第１８条 市指定有形文化財を修理しようとするときは、当該市指定有形文化財の

所有者又は管理団体は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならな

い。 

２ 市指定有形文化財の保護上の必要があると認めるときは、教育委員会は、前項

の届出に係る修理に関し、技術的な助言又は指導をすることができる。 

（環境保全） 

第１９条 教育委員会は、市指定有形文化財の保全のため必要があると認めるとき

は、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な措置を執る

ことを命ずることができる。 

２ 前項の規定による処分によって損失を受けた者に対しては、市長は、その通常

生ずべき損失を補償することができる。 

（公開及び出品の勧告） 

第２０条 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者等に対し、教育委員会の行う

公開の用に供するため、当該市指定有形文化財を出品することを勧告することが

できる。 

２ 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者等に対し、当該市指定有形文化財の

公開を勧告することができる。 

３ 第１項の規定による出品のために要する費用は、市の負担とする。 

４ 市は、第１項の規定により出品した所有者等に対し、出品料を支払うことがで

きる。 

５ 第２項の規定による公開のために要する費用は、全部又は一部を市の負担とす

ることができる。 

６ 第１項又は第２項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該市指

定有形文化財が滅失し、又は損傷したときは、市は、当該市指定有形文化財の所

有者に対し、通常生ずべき損失を保障する。ただし所有者、管理責任者又は管理

団体の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷した場合は、この限りでな

い。 

（指導によらない公開） 

第２１条 前条第１項及び第２項の規定による公開の場合を除き、市指定有形文化

財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第１３条の規定による



届出があった場合には、教育委員会は、市指定有形文化財の所有者又は管理団体

に対し必要な指示をすることができる。 

（報告） 

第２２条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者、

管理責任者又は管理団体に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは

修理の状況につき、報告を求めることができる。 

（所有者等の変更に伴う権利義務の承継） 

第２３条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、市指定有形

文化財に関し、この条例に基づいてする教育委員会の指導、指示その他の処分に

よる旧所有者の権利義務を承継する。 

２ 前項の場合には、旧所有者は、当該市指定有形文化財の引渡しと同時に、その

指定書を新所有者に引き渡さなければならない。 

３ 管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、前項の規定を準用

する。 

（未指定有形文化財の調査等） 

第２４条 教育委員会は、必要があると認めるときは、重要文化財等及び市指定有

形文化財以外の有形文化財（以下この条において「未指定有形文化財」という。）

の所有者及び権原に基づく占有者の承諾を得て、当該未指定有形文化財について、

調査することができる。 

２ 教育委員会は、前項の規定により調査して未指定有形文化財について必要があ

ると認めるときは、当該未指定有形文化財の保存のため、所有者又は権原に基づ

く占有者にその管理又は修理に関し、助言し、又は指導することができる。 

第３章 市指定無形文化財 

（指定） 

第２５条 教育委員会は、本市の区域内に存する無形文化財（法第７１条第１項の

規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第２３条第１項の規定に

より滋賀県指定無形文化財（以下「県指定無形文化財」という。）に指定された

ものを除く。以下同じ。）のうち、重要なものを甲賀市指定無形文化財（以下「市

指定無形文化財」という。）に指定することができる。 

２ 教育委員会は、前項の規定による指定に当たっては、当該市指定無形文化財の



保持者又は保持団体（無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体

で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。）を認定しなければならない。 

３ 第１項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、教育委員会は、

あらかじめ審議会に諮問しなければならない。 

４ 第１項の規定による指定又は第２項の規定による認定は、その旨を告示すると

ともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体とし、認定しようとするも

のに通知してする。 

５ 教育委員会は、第１項の規定による指定をした後においても当該市指定無形文

化財の保持者又は保持団体として認定するに足りる者があると認めるときは、そ

の者を保持者又は保持団体として追加認定することができる。 

６ 前項の規定による追加認定には、第３項及び第４項の規定を準用する。 

７ 第２項又は第５項の規定による認定をしたときは、教育委員会は、当該市指定

無形文化財の保持者又は保持団体に認定書を交付しなければならない。 

（解除） 

第２６条 市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失った場合その他

特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。 

２ 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、

保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなった場合、その

他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。 

３ 第１項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、前条第

３項の規定を準用する。 

４ 第１項の規定による指定の解除又は第２項の規定による認定の解除は、その旨

を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体に通知してす

る。 

５ 市指定無形文化財について、法第７１条第１項の規定による重要無形文化財又

は県条例第２３条第１項の規定による県指定無形文化財としての指定があったと

きは、当該市指定無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定は、解除さ

れたものとする。 

６ 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形

文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体



に通知しなければならない。 

７ 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき（消滅したときを含む。

以下この条及び次条において同じ。）は、当該保持者又は保持団体の認定は解除

されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散

したときは、市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合、教育

委員会は、その旨を告示しなければならない。 

８ 第２項、第５項又は前項の規定による認定の解除を受けたときは、当該市指定

無形文化財の保持者又は保持団体であった者は、速やかに市指定無形文化財の認

定書を教育委員会に返付しなければならない。 

（保持者又は保持団体の氏名変更等） 

第２７条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡などの事由があったとき

は、市指定無形文化財の保持者又はその相続人は、速やかに、その旨を教育委員

会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者

を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、保持団体（保持団体が解

散した場合にあっては代表者であったもの）について、同様とする。 

（保存） 

第２８条 教育委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるとき

は、当該市指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保

存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、市指定無形文化財の保

持者又は保持団体その他保存に当たることが適当と認める者に対し、その保存に

要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。 

２ 重要無形文化財及び県指定無形文化財については、前項の規定を準用すること

ができる。 

３ 前２項の規定により補助金を交付する場合には、第１４条第３項及び第１５条

の規定を準用する。 

（公開） 

第２９条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し当該市指

定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開

を勧告することができる。 

２ 前項の規定による市指定無形文化財の公開には、第２０条第３項及び第６項の



規定を準用する。 

３ 市は、第１項の規定による市指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部

を予算の範囲内で補助することができる。 

（保存に関する助言又は勧告） 

第３０条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者、保持団体その他その保存に

当たることが適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をする

ことができる。 

（未指定無形文化財の調査等） 

第３１条 教育委員会は、必要があると認めるときは、重要無形文化財、県指定無

形文化財及び市指定無形文化財以外の無形文化財（以下この条において「未指定

無形文化財」という。）の保持者及び保持団体の承諾を得て、当該未指定無形文

化財について、調査することができる。 

２ 前条の規定は、前項の規定により調査した未指定無形文化財について準用する。 

第４章 市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財 

（指定） 

第３２条 教育委員会は、本市の区域内に存する有形の民俗文化財（法第７８条第

１項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第２９条第１

項の規定により滋賀県指定有形民俗文化財（以下「県指定有形民俗文化財」とい

う。）に指定されたものを除く。以下同じ。）のうち、重要なものを甲賀市指定

有形民俗文化財（以下「市指定有形民俗文化財」という。）に、無形の民俗文化

財（法第７８条第１項の規定により重要無形民俗文化財又は県条例第２９条第１

項の規定により滋賀県指定無形民俗文化財（以下「県指定無形民俗文化財」とい

う。）に指定されたものを除く。以下同じ。）のうち重要なものを甲賀市指定無

形民俗文化財（以下「市指定無形民俗文化財」という。）に指定することができ

る。 

２ 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定には、第５条第２項から第６項

までの規定を準用する。 

３ 第１項の規定による市指定無形民俗文化財の指定には、第２５条第３項の規定

を準用する。 

４ 第１項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。 



（解除） 

第３３条 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が、市指定有形民俗文

化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他の特殊の事由が

あるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。 

２ 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第６条第２項及び

第５項の規定を準用する。 

３ 第１項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除には、第２６条第３項

の規定を準用する。 

４ 第１項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨告示してす

る。 

５ 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について、法第７８条第１項

の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定、又は県条

例第２９条第１項の規定による県指定有形民俗文化財若しくは県指定無形民俗文

化財の指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化

財の指定は解除されたものとする。 

６ 前項の場合の市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第６条第４項及び第５

項の規定を準用する。 

７ 第５項の場合は、市指定無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会

は、その旨を告示しなければならない。 

（市指定有形民俗文化財の保護） 

第３４条 市指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を

及ぼす行為で教育委員会規則で定めるものをしようとする者は、あらかじめ、そ

の旨を教育委員会に届け出なければならない。 

２ 市指定有形民俗文化財の保護上の必要があると認めるときは、教育委員会は前

項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をする

ことができる。 

（市指定有形民俗文化財に関する準用規定） 

第３５条 第７条から第１６条まで、第１８条及び第２０条から第２３条までの規

定は、市指定有形民俗文化財について準用する。 

（未指定有形民俗文化財の調査等） 



第３６条 教育委員会は、必要があると認めるときは、重要有形民俗文化財、県指

定有形民俗文化財及び市指定有形民俗文化財以外の有形民俗文化財（以下この条

において「未指定有形民俗文化財」という。）の所有者又は保存団体の承諾を得

て、当該未指定有形民俗文化財について調査することができる。 

２ 第２４条の規定は、前項の未指定有形民俗文化財について準用する。 

（市指定無形民俗文化財の保存） 

第３７条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認める

ときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適

当な措置を執ることができるものとし、市は、その保存に当たることを適当と認

める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することがで

きる。 

２ 重要無形民俗文化財及び県指定無形民俗文化財については、前項の規定を準用

することができる。 

３ 前２項の規定により補助金を交付する場合には、第１４条第３項及び第１５条

の規定を準用する。 

（市指定無形民俗文化財の記録の公開） 

第３８条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録

の公開を勧告することができる。 

２ 前項の規定による公開には、第２８条第３項の規定を準用する。 

（市指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は指導） 

第３９条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認め

る者に対し、その保存のために必要な助言又は指導をすることができる。 

（未指定無形民俗文化財の調査等） 

第４０条 教育委員会は、必要があると認めるときは、重要無形民俗文化財、県指

定無形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財（以下本条

において「未指定無形民俗文化財」という。）のうち、特に必要のあるものを選

択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、

市は、適当な者に対し、当該未指定無形民俗文化財の公開又はその記録の作成、

保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。 

２ 前項の規定による選択には、第２５条第３項の規定を準用する。 



第５章 埋蔵文化財 

（埋蔵文化財包蔵地の発掘に関する届出） 

第４１条 土地に埋蔵されている文化財（以下「埋蔵文化財」という。）について

土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財

を包蔵する土地として周知されている土地（以下「埋蔵文化財包蔵地」という。）

を発掘しようとする場合には、発掘に着手しようとする日の６０日前までに教育

委員会に届け出なければならない。 

（遺跡の発見に関する届出） 

第４２条 土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか、住居跡、古墳

その他遺跡と認められるものを発見したときは、その現状を変更することなく、

遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、非常災害の

ために必要な応急措置をとる場合は、その限度において、その現状を変更するこ

とを妨げない。 

（埋蔵文化財包蔵地の周知） 

第４３条 教育委員会は周知の埋蔵文化財包蔵地について、資料の整備その他の周

知を図るために必要な措置の実施に努めなければならない。 

（調査のための発掘） 

第４４条 教育委員会は、市の区域内に存在する埋蔵文化財のうち市民にとって歴

史上又は学術上価値の高いものについて、その調査のため土地の発掘を施行する

ことができる。 

２ 教育委員会は、前項の規定による埋蔵文化財の調査のために土地を発掘すると

きは、当該土地の所有者及び権原に基づく占有者並びに事業者に対して協力を求

めることができる。 

第６章 市指定史跡名勝天然記念物 

（指定） 

第４５条 教育委員会は、本市の区域内に存する記念物（法第１０９条第１項の規

定により史跡、名勝若しくは天然記念物（以下「史跡名勝天然記念物」と総称す

る。）に指定されたもの又は県条例第３４条第１項の規定により滋賀県指定史跡、

滋賀県指定名勝若しくは滋賀県指定天然記念物（以下「滋賀県指定史跡名勝天然

記念物」と総称する。）に指定されたものを除く。）のうち重要なものを甲賀市



指定史跡、甲賀市指定名勝又は甲賀市指定天然記念物（以下「市指定史跡名勝天

然記念物」と総称する。）に指定することができる。 

２ 前項の規定による指定は、第５条第２項から第６項までの規定を準用する。 

（解除） 

第４６条 市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を

失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除する

ことができる。 

２ 市指定史跡名勝天然記念物について、法第１０９条第１項の規定による史跡名

勝天然記念物の指定又は県条例第３４条第１項の規定による県指定史跡名勝天然

記念物の指定があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除さ

れたものとする。 

３ 第１項の規定による指定の解除には第６条第２項及び第５項の規定を、前項の

場合は第６条第４項及び第５項の規定を準用する。 

（管理団体による管理及び復旧） 

第４７条 市指定史跡名勝天然記念物につき、所有者がいない場合若しくは判明し

ない場合又は所有者若しくは第４７条において準用する第８条第２項の規定によ

り選任された管理の責めに任ずべき者（以下この章において「管理責任者」とい

う。）による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合

には、教育委員会は、適当な団体を指定して、当該市指定史跡名勝天然記念物の

保存のため必要な管理及び復旧（当該市指定史跡名勝天然記念物の保存のために

必要な施設設備その他の物件で当該市指定史跡名勝天然記念物の所有者の所有又

は管理に属するものの管理及び復旧を含む。）を行わせることができる。 

２ 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとす

る団体の同意を得なければならない。 

３ 第１項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該市指定史跡名勝

天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする団体に通知

してする。 

４ 第１項の規定による指定には、第５条第３項及び第５項の規定を準用する。 

５ 第１項の規定により指定を受けた団体（以下この章において「管理団体」とい

う。）が復旧を行う場合には、当該管理団体は、あらかじめ、その復旧の方法及



び時期について、当該市指定史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有

者の意見を聴かなければならない。ただし、当該市指定史跡名勝天然記念物の所

有者が判明しない場合は、この限りでない。 

６ 管理団体が行う管理には、第７条及び第８条第１項の規定を準用する。 

（管理団体の解除） 

第４８条 前条第１項に規定する事由が消滅した場合その他特殊の事由があるとき

は、教育委員会は、管理団体の指定を解除することができる。 

２ 前項の規定による解除は、前条第３項及び第５条第５項の規定を準用する。 

（標識等の設置） 

第４９条 市指定史跡名勝天然記念物の所有者、管理責任者又は管理団体は、教育

委員会の指示により、市指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、

境界標識、囲さくその他の施設を設置するものとする。 

（土地所在等の異動の届出） 

第５０条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所

在地地番、地目又は地積に異動のあったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物

の所有者、管理責任者又は管理団体は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出

なければならない。 

（現状変更等の制限） 

第５１条 市指定史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に

影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を得なければならな

い。 

２ 前項の規定による許可をする場合には、第１７条第２項の規定を準用する。 

３ 第１項の許可を受けることができなかったことにより、又は前項で準用する第

１７条第２項の許可条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、

市は、その通常生ずべき損失を補償する。 

４ 第１項の許可を受けず、又は第２項で準用する第１７条第２項の規定による許

可の条件に従わないで、市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更をし、又はその

保存に影響を及ぼす行為をした者に対しては、教育委員会は、当該市指定史跡名

勝天然記念物の原状回復を命ずることができる。この場合には、教育委員会は、

当該原状回復に関し、必要な指示をすることができる。 



（復旧の届出） 

第５２条 市指定史跡名勝天然記念物を復旧しようとするときは、当該史跡名勝天

然記念物の所有者又は管理団体は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出な

ければならない。 

（環境保全） 

第５３条 教育委員会は、市指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要があると認

めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な措

置を執ることを命ずることができる。 

２ 前項の規定による処分によって損失を受けたものに対しては、市は、その通常

生ずべき損失を補償することができる。 

３ 第１項の規定による制限又は禁止に違反した者については、第５１条第４項の

規定を準用する。 

（準用規定） 

第５４条 第７条から第９条まで、第１２条、第１４条から第１６条まで、第２２

条並びに第２３条第１項及び第３項の規定は、市指定史跡名勝天然記念物につい

て準用する。 

（未指定史跡名勝天然記念物の調査等） 

第５５条 教育委員会は、必要があると認めるときは、国指定史跡名勝天然記念物、

県指定史跡名勝天然記念物及び市指定史跡名勝天然記念物以外の史跡名勝天然記

念物（以下この条において「未指定史跡名勝天然記念物」という。）の所有者又

は保存団体の承諾を得て、当該未指定史跡名勝天然記念物について調査すること

ができる。 

２ 第２４条の規定は、前項の未指定史跡名勝天然記念物について準用する。 

第７章 市選定保存技術 

（選定） 

第５６条 教育委員会は、本市の区域内に存する伝統的な技術又は技能で、文化財

の保存のために欠くことのできないもの（法第１４７条第１項の規定により選定

保存技術選定されたもの又は県条例第４０条の５第１項の規定により滋賀県選定

保存技術（以下「県選定保存技術」という。）に選定された物を除く。）のうち、

保存の措置を講ずる必要があるものを甲賀市選定保存技術（以下「市選定保存技



術」という。）として選定することができる。 

２ 教育委員会は、前項の規定により選定するに当たっては、市選定保存技術者又

は保存団体（市選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体で代表者又

は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。）を認定しなければならない。 

３ 第１項の選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体を併せてす

ることができる。 

４ 第１項の規定による選定及び前２項の規定による認定には、第２５条第３項か

ら第７項までの規定を準用する。 

（解除） 

第５７条 教育委員会は、市選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなく

なった場合その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。 

２ 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認

められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められる場合そ

の他特殊の事由があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができ

る。 

３ 第１項の規定による選定の解除又は前項の規定による認定の解除には、第２６

条第３項及び第４項の規定を準用する。 

４ 市選定保存技術について法第１４７条第１項の規定による選定及び県条例第４

０条の５第１項の規定による県選定保存技術の選定があったときは、当該市選定

保存技術の選定並びに保持者及び保存団体の認定は、解除されたものとする。 

５ 前項の場合は、第２５条第６項及び第８項の規定を準用する。 

６ 前条第２項の認定が保持者のみになされた場合にあってはそのすべてが死亡し

たとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあってはそのすべて

が解散したとき（消滅したときを含む。以下この項において同じ。）、又は同項

の認定が保持者と保存団体等を併せてなされた場合にあっては保持者のすべてが

死亡し、かつ、保存団体のすべてが解散したときは、市選定保存技術の選定は解

除されたものとする。この場合に、教育委員会は、その旨を告示しなければなら

ない。 

（保持者の氏名変更） 

第５８条 保持者及び保存団体には第２７条の規定を準用する。 



（保存） 

第５９条 教育委員会は、市選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、

市選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適

当な措置を執ることができるものとし、市は、市選定保存技術の保持者又は保存

団体その他その保存に当たることが適当と認められる者に対し、その保存に要す

る経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。 

２ 選定保存技術及び県選定保存技術については、前項の規定を準用することがで

きる。 

３ 前２項の規定により補助金を交付する場合は、第１４条第３項及び第１５条の

規定を準用する。 

（保存に関する指導又は助言） 

第６０条 教育委員会は、市選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に

当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をする

ことができる。 

第８章 文化財保護審議会 

（審議会） 

第６１条 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第１９０条第１項の規定に

基づき、甲賀市文化財保護審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（組織） 

第６２条 審議会は、委員１０人以内で組織する。 

２ 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に特別委員を置くこ

とができる。 

（委員） 

第６３条 委員及び特別委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

（１） 学識経験を有する者 

（２） その他教育委員会が適当と認める者 

（任期） 

第６４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 



３ 特別委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものと

する。 

（規則への委任） 

第６５条 この章に定めるもののほか、審議会の組織、運営その他必要な事項は、

教育委員会規則で定める。 

第９章 雑則 

（委任） 

第６６条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１６年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町文化財保護条例（平成８年

水口町条例第２５号）、土山町文化財保護条例（昭和３３年土山町条例第６号）、

甲賀町文化財保護条例（昭和４０年甲賀町条例第１３号）、甲南町文化財保護条

例（昭和５０年甲南町条例第１３号）又は信楽町文化財保護条例（昭和４０年信

楽町条例第１６号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ

この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

付 則（平成１７年条例第１０号） 

この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 

付 則（平成２５年条例第３６号） 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 


